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広 報 資 料 
 

 

「第一管区海上保安本部合同救難訓練」の実施について 

 

 

 

 

 

 

記 

１ 日時 

令和３年１０月１２日（火）午前８時４５分～午後４時 

２ 場所 

    小樽港第２埠頭８号岸壁 

３ 訓練参加巡視船・潜水士 

    釧路海上保安部 巡視船えりも（救難強化巡視船）所属 潜水士 ７名 

    小樽海上保安部 巡視船ほろべつ（潜水指定船）所属 潜水士  ７名 

函館航空基地所属 機動救難士 ２名 

４ 訓練項目及びタイムスケジュール 

（１）午前（公開訓練） 

０８４５～     訓練整列 

０９００～１０３０ 潜水サーキット訓練 

１０３０～１２００ 障害ドルフィン 

（２）午後 ※取材にあっては要相談 

１３３０～１４４５ 合同捜索訓練 

１４４５～１５４５ ドルフィン 

１６００～     訓練整列、講評 

 ※時刻は目安です 

５ その他 

（１）海難等又は悪天候により、訓練の全部又は一部を中止することがあります。 

 

第一管区海上保安本部では、巡視船えりも及び巡視船ほろべつに所属する潜水

士と函館航空基地に所属する機動救難士の救助技術の向上を図ることを目的とし

た「第一管区海上保安本部合同救難訓練」を次のとおり実施し、その訓練の一部

を公開することから、お知らせします。 

問い合わせ先 

 第一管区海上保安本部警備救難部 

救難課長 中村 学 

Tel 0134‐27‐0118（内線 3250） 

   0134‐27‐6172（執務時間外） 



 

（２）取材を希望される社は、１０月１１日（月）午後１時までに第一管区海上保安

本部救難課（0134－27－0118（内線 3251））まで申し込んで下さい。※取材でき

る訓練は午前のみですが、午後しか取材ができない場合は、救難課まで相談願い

ます。 

【参考】 

・救難強化巡視船とは、潜水士が乗船し、水面下等における海難救助活動への対応

能力を有することに加え、高度な救助知識及び技術を要する海難への対応能力を

有する巡視船です。 

・潜水指定船とは、潜水士が乗船し、水面下等における海難救助活動への対応能力

を有する巡視船です。 

・機動救難士とは、航空基地に所属し、ヘリコプターからの高度な降下技術を有す

る者で、隊員の約半数が救急救命士の資格を有しています。 

 

  

ホーサー渡過      ドルフィン（海面移動） 

   

錘運搬       ロープ登はん      飛込み 


